
1月号 （ 10 ）1月号（ 11 ）

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

悪
質
な
不
審
電
話
な
ど
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

○
税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
電
話

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注
意
く

だ
さ
い

国
・
県
・
市
町
の
税
務
職
員
を
装
っ

た
「
振
込
め
詐
欺
」
が
多
発
し
て
い

ま
す
。
税
務
署
等
の
職
員
が
、
納
税

の
た
め
に
金
融
機
関
口
座
へ
振
込
み

を
求
め
た
り
、
還
付
金
受
取
の
た
め

に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
た
り
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な

電
話
等
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
ニ
セ
税
理
士
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

税
金
の
申
告
な
ど
を
第
三
者
に
依

頼
す
る
際
に
は
正
規
の
税
理
士
か
ど

う
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

税
理
士
資
格
の
な
い
「
ニ
セ
税
理

士
」
が
申
告
書
の
作
成
を
す
る
と
、

法
律
に
違
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

思
わ
ぬ
損
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
は
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

平
成
23
年
中
（
１
月
か
ら
12
月
）

に
国
民
健
康
保
険
税
等
を
支
払
っ
た

場
合
、
所
得
申
告
を
す
る
と
き
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
市
民
文
化
の
振
興
や
個

性
的
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
を
設

け
て
い
ま
す
。

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ご
協
力
、
大
変
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

《
団
体
》

公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所

栃
木
市
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所　

様

５
０
，０
０
０
円

◇
問
合
先　

　
　

文
化
課　

☎
（21）
２
７
４
１

☆
犬
を
飼
って
い
る
皆
さ
ん
へ

犬
を
飼
う
場
合
は
、
次
の
事
を
守

り
、
ご
近
所
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
飼
い
ま
し
ょ
う
。

○
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
は
、
登

録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
す
る

○
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な
い
（
散

歩
の
と
き
も
放
さ
な
い
）
犬
が
人

を
咬
む
お
そ
れ
の
ほ
か
、
犬
が
被

害
者
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

○
散
歩
時
の
フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰
る

○
鳴
き
声
に
配
慮
し
、
ど
う
し
て
も

鳴
き
や
ま
な
い
時
は
、
家
の
中
に

入
れ
る
な
ど
工
夫
し
て
飼
う

※

犬
の
し
つ
け
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
に

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

１
月
26
日
は

『
文
化
財
防
火
デ
ー
』
で
す

身
体
障
が
い
者

　
　
　
　

巡
回
診
査
・
相
談

体
育
館
の
臨
時
開
館
の

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

犬
・
猫
に
関
す
る
お
ね
が
い

お
詫
び
と
訂
正

は
、
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

☆
野
良
猫
に
え
さ
を
与
え
な
い
で

え
さ
を
与
え
る
と
野
良
猫
が
多
く

集
ま
り
、
フ
ン
の
害
な
ど
で
ご
近
所
の

迷
惑
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
え

さ
だ
け
を
無
責
任
に
与
え
る
こ
と
な

く
、
飼
う
な
ら
責
任
を
も
っ
て
正
し

く
飼
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

☆
共
通
事
項

◇
問
合
先　

　
　

環
境
課　
　
　

☎
（21）
２
６
０
１

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（43）
９
２
１
１

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（29）
１
１
０
２

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（92）
０
３
０
８

県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８
（684）
５
４
５
８

昭
和
24
年
の
こ
の
日
に
法
隆
寺
金

堂
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
を
契
機

に
、
国
民
的
財
産
で
あ
る
文
化
財
を

火
災
か
ら
守
る
と
と
も
に
、
愛
護
思

想
を
高
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
ま
し

た
。

　

市
内
に
も
多
く
の
文
化
財
が
あ
り

【
控
除
対
象
額
】

○
口
座
振
替
の
場
合

１
月
上
旬
に
、
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
税
等
の
金
額
が
載
っ
た
ハ
ガ
キ

を
お
送
り
し
ま
す
。

○
納
付
書
の
場
合

お
手
元
の
領
収
書
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

○
年
金
か
ら
天
引
き
の
場
合

年
金
支
払
者
（
厚
生
労
働
省
等
）

か
ら
交
付
さ
れ
る
『
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
』
に
、
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
等
の
金
額
が
載
っ
て
い

ま
す
。

※

支
払
い
金
額
が
分
か
ら
な
い
場
合
、

　
　

市
民
税
課
、
各
地
域
の
税
務

課
・
地
域
ま
ち
づ
く
り
課
で
「
所

得
申
告
参
考
資
料
」
を
発
行
し

ま
す
。
本
人
確
認
の
で
き
る
書
類

（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
等
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先　

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
２
１
２
３

１
月
31
日
ま
で
に償

却
資
産
の
申
告
を

１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に
事
業

用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
個

人
又
は
法
人
は
、
償
却
資
産
の
申
告

が
必
要
で
す
。

　

昨
年
度
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、
12

月
に
申
告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
申

告
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
資
産

税
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
期
限　

１
月
31
日
（火）

期
限
間
近
は
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
主
な
申
告
対
象
資
産

①
構
築
物
＝
広
告
塔
、
駐
車
場
舗

装
な
ど

②
機
械
・
装
置
＝
建
設
機
械
類
、

製
造
加
工
機
械
な
ど

③
車
両
＝
大
型
特
殊
自
動
車
、
工

場
内
運
搬
具
な
ど

④
工
具
・
器
具
・
備
品
＝
パ
ソ
コ
ン

な
ど
の
事
務
機
器
、
冷
蔵
庫
、
エ

ア
コ
ン
な
ど　

◇
問
合
先　

　
　

資
産
税
課　

☎
（21）
２
１
２
７

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

―

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替―

◇
受
付
窓
口　

市
役
所
、
各
総
合

支
所
、
各
支
所
・
出
張
所
、
取
扱

金
融
機
関

◇
用
意
す
る
も
の　

取
引
金
融
機

関
の
通
帳
、
通
帳
届
出
印

◇
利
用
で
き
る
金
融
機
関　

足
利

銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
群
馬
銀
行
、

栃
木
銀
行
、
栃
木
信
用
金
庫
、
足

利
小
山
信
用
金
庫
、
佐
野
信
用
金

庫
、
鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
下
野

農
業
協
同
組
合
、
上
都
賀
農
業
協

同
組
合
、中
央
労
働
金
庫
、ゆ
う
ち
ょ

銀
行

※

引
き
落
と
し
日
前
に
は
残
金
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

固
定
資
産
税
の
口
座
振
替
に
つ
い

て
、
新
年
度
か
ら
変
更
の
方
は
４

月
中
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先　

　
　

収
税
課　

☎
（21）
２
１
３
１

軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在

の
名
義
人
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。（
盗
難
・
譲
渡
な
ど
で
軽
自
動

車
な
ど
が
お
手
元
に
な
く
て
も
、
届

出
を
行
わ
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
。）

廃
車･

住
所
変
更･

名
義
変
更
は
３

月
中
に
届
出
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先　

○
１
２
５ｃｃ
以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ
や

農
耕
車

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
２
１
２
１

○
１
２
６ｃｃ
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ

栃
木
運
輸
支
局　

佐
野
事
務
所

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
２
０

○
軽
四
輪
車

軽
自
動
車
協
会　

佐
野
支
所

☎
０
２
８
３
（20）
６
１
１
６

１
月
の
納
付

普
通
徴
収
（
納
期
限
１
月
31
日
）

○
国
民
健
康
保
険
税　
　

７
期
分

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

７
期
分

○
介
護
保
険
料　
　
　
　

７
期
分

ま
す
。
こ
の
機
会
に
身
近
な
文
化
財

を
見
直
す
と
と
も
に
、
先
祖
の
残
し

た
大
切
な
財
産
を
火
災
か
ら
守
り
ま

し
ょ
う
。

《
消
し
た
は
ず

　
　

決
め
つ
け
な
い
で　

も
う
一
度
》

◇
問
合
先

消
防
本
部
予
防
課　

☎
（22）
０
１
１
９

広
報
と
ち
ぎ
12
月
号
３
頁
「
法
務

大
臣
表
彰
」の
記
事
お
よ
び
４
頁「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
」
の

記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

◇
日
時　

１
月
26
日
（木）
午
後
２
時
〜

４
時

◇
場
所　

ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ
ザ
（
大
平

町
西
野
田
）

◇
内
容
○
補
装
具
意
見
書
の
作
成

誤  

法
務
大
臣
受
賞
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た

正  

法
務
大
臣
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た

誤  

10
月
１
日
付
け

正  

10
月
５
日
付
け

　

  

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

誤
　

  

☎
０
５
７
０‐

０
７
０‐

６
０
７
４

　

  

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

正 

　

  

☎
０
５
７
０‐

０
７
０‐

１
１
７ 

 
 

○
医
学
的
な
相
談

○
そ
の
他
相
談

◇
対
象　

主
に
身
体
障
が
い
（
肢
体

不
自
由
）
の
あ
る
方

◇
診
査
・
相
談
科
目　

整
形
外
科

※

申
込
み
多
数
の
場
合
は
先
着
順

◇
申
込
・
問
合
先　

１
月
10
日
（火）
ま

で
に　
　

社
会
福
祉
課
（
☎
（21）
２
４

２
４
）
又
は　
　

健
康
福
祉
課
（
☎

（45）
１
７
８
８
）、　　

健
康
福
祉
課

（
☎
（62）
１
０
０
１
）、　　

健
康
福
祉

課
（
☎
（29）
１
１
０
３
）、　　
健
康
福

祉
課
（
☎
（92）
０
３
０
９
）
へ

次
の
施
設
の
祝
日
お
よ
び
第
３
日

曜
日（
大
平
地
域
の
施
設
）も
臨
時
に

開
館
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
該
当
施
設　

大
平
体
育
館
（
大
平
町
蔵
井
）

大
平
南
体
育
館
（
大
平
町
西
野
田
）

大
平
武
道
館
（
大
平
町
蔵
井
）

都
賀
体
育
セ
ン
タ
ー

（
都
賀
町
原
宿
）

◇
期
間　

３
月
31
日
（土）
ま
で

◇
開
館
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◇
問
合
先　

大
平
地
域
の
施
設…

大
平
教
育
支
所

☎
（43）
９
２
２
５

都
賀
地
域
の
施
設…

都
賀
教
育
支
所

☎
（27）
５
０
５
０

藤都西 大本

藤
都

西

大

本

本

本

本

本

本

本
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～～～～頼まれやすい事務所を目指しています～～～～

あけましておめでとうございます
毎日笑って愉快に生活できたら

いいですね

有限会社　島田工務店
島田昭吾一級建築設計事務所

トイレ・お風呂・キッチン、今よりもっと快適にしたい
リフォーム・新築、どこに頼めばいいの？
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